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ＧＬＮデータベース申請には、以下の２つの方法あります。

ＧＬＮデータベース申請方法

０－１

インター

GLNデータベース

●Web申請 （１章 ～ ８章）

●一括登録データによる申請 （９章）

GLNデータベース

■インターネットからWeb申請を行います。

■一括登録用データを作成し、申請を行います。

郵送

Webシステムで申請
GLNデータベースに登録

GLNデータベースに登録

FAX申請書

一括登録用申請書

データ

Web

一括登録データを作成

郵送印刷
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＜ログイン方法＞
（１）ブラウザを起動し、以下のURLを入力して実行します。

https://glndb.gs1jp.org/GLN/Login.aspx

入力項目 内容説明

ユーザID 貸与されたＧＳ１事業者コード。

確認番号 確認番号を入力。2016年12月までに発行されたＧＳ１事業者コードの登録通知

書／更新通知書は、右下に記載された「通知書発行Ｎｏ．（数字７桁）」を使用。

2017年1月以降に発行されたＧＳ１事業者コードの登録通知書／更新通

知書では、左下の基本ＧＬＮの下に記載された７桁又は８桁の数字を使用。

●ログイン画面

ユーザ認証（ログイン）を行います。

※貸与されたＧＳ１事業者コードが無い場合、ログインすることはできません。

１．ユーザ認証 ・・・ ログイン画面

ユーザ認証実行

1－１

1

2

1

1

2

https://glndb.gs1jp.org/GLN/Login.aspx#
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＜ログイン方法＞
（１）ブラウザを起動し、以下のURLを入力して実行します。

https://glndb.gs1jp.org/GLN/Login.aspx

＊当ＵＲＬへは、一般財団法人 流通システム開発センターのホームページ

　からも、リンクされています。

（２）「ユーザＩＤ」、「確認番号」を入力し、認証ボタンをクリックします。

　　正しいユーザID、確認番号が入力された場合、トップメニュー画面が表示されます。

１．ユーザ認証 ・・・ ログイン方法①

１－２

ユーザ認証実行

https://www.gs1jp.org/standard/identify/gln/

https://glndb.gs1jp.org/GLN/Login.aspx#
https://www.gs1jp.org/standard/identify/gln/
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　　【　ユーザIDに誤りがあった場合　】

以下のメッセージが表示されます。

正しいユーザーID、確認番号を入力し、認証ボタンをクリックします。

　　【　確認番号に誤りがあった場合　】

以下のメッセージが表示されます。

正しい確認番号を入力し、認証ボタンをクリックします。

１．ユーザ認証 ・・・ ログイン方法②

１－３
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●トップメニュー画面

処理（ＧＬＮ登録一覧、GLN新規登録申請、ＧＬＮ登録内容変更申請、ＧＬＮデータ削除申
請、申請内容修正、申請書再印刷）を選択します。

※各種申請は、申請書が当財団で受理された後にデータベースに反映されます。
必ず申請書を印刷し、当財団宛てに送るようにして下さい。

２．トップメニュー ・・・ トップメニュー画面

「４．ＧＬＮ新規登
録申請」参照

２－１

「５．ＧＬＮ登録内
容変更申請」参照

「６．ＧＬＮデータ削
除申請」参照

「８．申請書再印
刷」参照

「７．申請内容修
正」参照

「３．ＧＬＮ登録一
覧」参照
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＜ＧＬＮ登録一覧参照方法＞
（１）トップメニューから、「登録一覧参照」をクリックします。

（２）ＧＬＮ登録一覧画面が表示されます。

　　ＧＳ１事業者コードに対応するすべてのＧＬＮを参照できます。

■登録済 ・・・ 登録申請が受理された状態。変更・削除申請を行うことができます。

■変更済 ・・・ 変更申請が受理された状態。変更・削除申請を行うことができます。

■削除済 ・・・ 削除申請が受理された状態。

■○○処理中 ・・・ 申請が受理されていない状態。申請内容は変更できません。

■○○申請中（修正可） ・・・ 申請が受理されていない状態。申請内容を変更できます。

※登録申請中、変更申請中、削除申請中の場合、新たに申請を行うことはできません。

※申請内容の修正方法は、「７．申請内容修正」を参照ください。

３．ＧＬＮ登録一覧参照 ・・・ ＧＬＮ登録一覧参照方法

一覧の出力順を、ＧＬＮで
昇順 ⇔ 降順に切り替える

３－１

トップメニューへ遷移

ＣＳＶ形式ファイル出力

ワンポイント
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＜ＧＬＮ一覧ダウンロード方法＞
（１）GLN登録一覧で、一覧ダウンロードボタンをクリックします。

（２）以下のメッセージが表示されますので、保存ボタンをクリックします。

ファイルは保存してから開いてください。

保存せずに開いた場合、エラーとなる場合があります。

３．ＧＬＮ登録一覧参照 ・・・ ＧＬＮ一覧ダウンロード方法

３－２

ワンポイント
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（３）以下の画面が表示されますので、「保存する場所」でファイルを保存する場所を指定し、

　　「ファイル名」を適当な名前に変更した後、保存ボタンをクリックします。

（４）以下のメッセージが表示されますので、閉じるボタンをクリックします。

　　指定した場所に、ＣＳＶ形式のファイルが保存されていることを確認して下さい。

保存したファイル内のＧＬＮが正しく表示されていない場合は、

セルの書式設定の表示形式を「数値」に設定して下さい。

３．ＧＬＮ登録一覧参照 ・・・ ＧＬＮ一覧ダウンロード方法

３－３

ワンポイント
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1

2

●ＧＬＮ登録申請入力画面

ＧＬＮの新規登録申請を行います。

※既に登録してあるＧＬＮを、登録一覧で確認してから行うことをお勧めします。

４．ＧＬＮ新規登録申請 ・・・ ＧＬＮ登録申請入力画面①

ＧＬＮ登録一覧画面を表示

４－１

3
4

5
6

7

8
9

10

11
12

13
14

15

ＧＬＮ登録申請画面へ遷

移

全入力項目の内容をブラ
ンク（空白）にする

トップメニューへ遷移

トップメニューへ遷移

16
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入力項目 内容説明

GLNデータベース登録情報入力

GLN(半角) ロケーションコード。ＧＳ１事業者コードと合わせて

１２桁になるように入力を行う。

何桁入力するかは、右側説明部分の桁数を参照。１３桁目のチェックデ

ジットは、システムで自動的に付加する。※必須入力

名称(全角) GLN（１３桁）の名称。（事業者名、又はその略称＋ロケーション名で

　全角４０字以内）　※必須入力

郵便番号(半角)GLN所在地の郵便番号。　※必須入力

所在地都道府県 GLN所在地の都道府県名をプルダウンメニューから選択。　※必須入力

GLN所在地の市区町村番地。（全角４０字以内）　※必須入力

GLN所在地のビル建物名。（全角４０字以内）

GLN用途(全角) GLNの用途（受発注、納品、決済など）。（全角３０字以内）

GLNデータベース登録申請者情報入力

申請事業者名(カナ)。企業コード登録時の事業者名が初期表示される。

（全角４０字以内）　※必須入力

申請事業者名(漢字)。企業コード登録時の事業者名が初期表示される。

（全角４０字以内）　※必須入力

郵便番号(半角)申請事業者所在地の郵便番号。企業コード登録時の事業者名が初期

表示される。　※必須入力

申請事業者所在地。企業コード登録時の事業者名が初期表示される。

（全角６０字以内）　※必須入力

申請者氏名。（全角４０字以内）　※必須入力

部署・役職(全角) 申請者の部署・役職。（全角４０字以内）

電話番号(半角)申請者の電話番号。　※必須入力

FAX番号(半角) 申請者のFAX番号。

申請者のメールアドレス。

申請者所在地
(全角)

申請者氏名(全角)

メールアドレス
(半角)

所在地市区町村
番地(全角)

所在地ビル建物
名(全角)

申請事業者名
(カナ)(全角)

申請事業者名
(全角)

４．ＧＬＮ新規登録申請 ・・・ ＧＬＮ登録申請入力画面②

４－２

1
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＜ＧＬＮ新規登録申請方法＞
（１）トップメニューから、「新規登録申請」をクリックします。

（２）ＧＬＮ登録申請入力画面が表示されますので、申請情報を入力します。

　　申請情報をすべて入力してから、申請内容確認ボタンをクリックします。

４．ＧＬＮ新規登録申請 ・・・ 登録申請方法①

４－３
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（３）ＧＬＮ登録申請内容確認画面が表示されます。

　　申請内容の確認を行った後で、登録申請実行ボタンをクリックします。

（４）「登録申請を行います。よろしいですか？」というメッセージが表示されますので、

　　OKボタンをクリックします。

４．ＧＬＮ新規登録申請 ・・・ 登録申請方法②

４－４

ＧＬＮ登録申請入力画
面に戻る

トップメニューへ遷移
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（５）ＧＬＮ登録申請書印刷画面が表示されます。

　　申請書印刷ボタンをクリックし、ＰＤＦ形式の申請書を表示します。

（６）印刷ボタンをクリックし、申請書をプリンタに出力します。

４．ＧＬＮ新規登録申請 ・・・ 登録申請方法③

４－５

トップメニューへ遷移

印刷ボタン
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（７）出力した申請書に捺印を行い、以下の宛先にFAX、または郵送で送ります。

　

※　申請されたＧＬＮは、当財団で確定作業を行った後に

　　 システムに反映されます。

　　 確定作業は送られてきた申請書を元に行いますので、

　　 必ず申請書をFAXまたは郵送で当財団に送るようにして下さい。

４．ＧＬＮ新規登録申請 ・・・ 登録申請方法④

４－６
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1
2

●ＧＬＮ変更申請入力画面

ＧＬＮの変更申請を行います。

※申請中のＧＬＮについては、登録済あるいは変更済となるまで変更申請を行うことはで
きません。

５．ＧＬＮ登録内容変更申請 ・・・ ＧＬＮ変更申請入力画面

５－１

3
4

5

6

7
8

9
10

11
12

13

14
15

ＧＬＮ変更申請画面へ遷移 登録一覧へ遷移

トップメニューへ遷移
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入力項目 内容説明

GLNデータベース変更情報入力

名称(全角) GLN（１３桁）の名称。（事業者名、又はその略称＋ロケーション名で

　全角４０字以内）　※必須入力

郵便番号(半角)GLN所在地の郵便番号。　※必須入力

所在地都道府県 GLN所在地の都道府県名をプルダウンメニューから選択。。　※必須入力

GLN所在地の市区町村番地。（全角４０字以内）　※必須入力

GLN所在地のビル建物名。（全角４０字以内）

GLN用途(全角) GLNの用途（受発注、納品、決済など）。（全角３０字以内）

GLNデータベース変更申請者情報入力

申請事業者名(カナ)。（全角４０字以内）　※必須入力

申請事業者名(漢字)。（全角４０字以内）　※必須入力

郵便番号(半角)申請事業者所在地の郵便番号。　※必須入力

申請事業者所在地。（全角６０字以内）　※必須入力

申請者氏名。（全角４０字以内）　※必須入力

部署・役職(全角) 申請者の部署・役職。（全角４０字以内）

電話番号(半角)申請者の電話番号。　※必須入力

FAX番号(半角) 申請者のFAX番号。

申請者のメールアドレス。

＜ＧＬＮ変更申請方法＞
（１）トップメニューのGLN登録内容変更申請の「登録一覧から変更申請」をクリックします。

申請者所在地
(全角)

申請者氏名(全角)

メールアドレス
(半角)

所在地市区町村
番地(全角)

所在地ビル建物
名(全角)

申請事業者名
(カナ)(全角)

申請事業者名
(全角)

５．ＧＬＮ登録内容変更申請 ・・・ 変更申請方法①

５－２
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（２）ＧＬＮ登録一覧画面で、変更申請対象とするGLNをクリックします。

（３）ＧＬＮ変更申請入力画面が表示されますので、変更対象項目の内容を変更し、変更申請者

　　情報を入力します。入力後、申請内容確認ボタンをクリックします。

５．ＧＬＮ登録内容変更申請 ・・・ 変更申請方法②

５－３
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（４）ＧＬＮ変更申請内容確認画面が表示されます。

　　申請内容の確認を行った後で、変更申請実行ボタンをクリックします。

※変更された項目内容は、赤字で表示されます。

（５）「変更申請を行います。よろしいですか？」というメッセージが表示されますので、

　　OKボタンをクリックします。

５．ＧＬＮ登録内容変更申請 ・・・ 変更申請方法③

５－４

ＧＬＮ変更申請入力画
面に戻る

トップメニューへ遷移
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（６）ＧＬＮ変更申請書印刷画面が表示されます。

　　申請書印刷ボタンをクリックし、ＰＤＦ形式の申請書を表示します。

（７）印刷ボタンをクリックし、申請書をプリンタに出力します。

５．ＧＬＮ登録内容変更申請 ・・・ 変更申請方法④

５－５

トップメニューへ遷移

印刷ボタン
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（８）出力した申請書に捺印を行い、以下の宛先にFAX、または郵送で送ります。

　

※　申請されたＧＬＮは、当財団で確定作業を行った後に

　　 システムに反映されます。

 　　確定作業は送られてきた申請書を元に行いますので、

　 　必ず申請書をFAXまたは郵送で当財団に送るようにして下さい。

５．ＧＬＮ登録内容変更申請 ・・・ 変更申請方法⑤

５－６
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変更申請を行うGLNを直接入力して変更申請を行う方法もあります。

（１）トップメニューのGLN登録内容変更申請の入力ボックスにGLNを入力し、検索実行

　　ボタンをクリックします。

（２）ＧＬＮ変更申請入力画面が表示されます。以下は登録一覧から変更申請を行う場合と

　　同じです。　（４－３ ～ ４－６ページ参照）

５．ＧＬＮ登録内容変更申請 ・・・ 変更申請方法⑥

５－７

ワンポイント

入力項目の内容をブラン
ク（空白）にする

ＧＬＮ変更申請入力画面
へ遷移
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1
2

●ＧＬＮ削除申請入力画面

ＧＬＮの削除申請を行います。

※申請中のＧＬＮについては、登録済あるいは変更済となるまで削除申請を行うことはで
きません。

６．ＧＬＮデータ削除申請 ・・・ ＧＬＮ削除申請入力画面

６－１

3
4

5

6

7
8

9

ＧＬＮ削除申請画面へ遷移 登録一覧へ遷移

トップメニューへ遷移
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入力項目 内容説明

GLNデータベース削除申請者情報入力

申請事業者名(カナ)。（全角４０字以内）　※必須入力

申請事業者名(漢字)。（全角４０字以内）　※必須入力

郵便番号(半角)申請事業者所在地の郵便番号。　※必須入力

申請事業者所在地。（全角６０字以内）　※必須入力

申請者氏名。（全角４０字以内）　※必須入力

部署・役職(全角) 申請者の部署・役職。（全角４０字以内）

電話番号(半角)申請者の電話番号。　※必須入力

FAX番号(半角) 申請者のFAX番号。

申請者のメールアドレス。

＜ＧＬＮ削除申請方法＞
（１）トップメニューのGLNデータ削除申請の「登録一覧から削除申請」をクリックします。

申請者所在地
(全角)

申請者氏名(全角)

メールアドレス
(半角)

申請事業者名
(カナ)(全角)

申請事業者名
(全角)

６．ＧＬＮデータ削除申請 ・・・ 削除申請方法①

６－２

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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（２）ＧＬＮ登録一覧画面で、削除申請対象とするGLNをクリックします。

（３）ＧＬＮ削除申請入力画面が表示されますので、削除申請者情報を入力します。

　　入力後、申請内容確認ボタンをクリックします。

６．ＧＬＮデータ削除申請 ・・・ 削除申請方法②

６－３
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（４）ＧＬＮ削除申請内容確認画面が表示されます。

　　申請内容の確認を行った後で、削除申請実行ボタンをクリックします。

（５）「削除申請を行います。よろしいですか？」というメッセージが表示されますので、

　　OKボタンをクリックします。

６．ＧＬＮデータ削除申請 ・・・ 削除申請方法③

６－４

ＧＬＮ削除申請入力画
面に戻る

トップメニューへ遷移
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（６）ＧＬＮ削除申請書印刷画面が表示されます。

　　申請書印刷ボタンをクリックし、ＰＤＦ形式の申請書を表示します。

（７）印刷ボタンをクリックし、申請書をプリンタに出力します。

６．ＧＬＮデータ削除申請 ・・・ 削除申請方法④

６－５

トップメニューへ遷移

印刷ボタン
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（８）出力した申請書に捺印を行い、以下の宛先にFAX、または郵送で送ります。

　

※　申請されたＧＬＮは、当財団で確定作業を行った後に

　　 システムに反映されます。

　　 確定作業は送られてきた申請書を元に行いますので、

　　 必ず申請書をFAXまたは郵送で当財団に送るようにして下さい。

６．ＧＬＮデータ削除申請 ・・・ 削除申請方法⑤

６－６
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削除申請を行うGLNを直接入力して削除申請を行う方法もあります。

（１）トップメニューのGLNデータ削除申請の入力ボックスにGLNを入力し、検索実行

　　ボタンをクリックします。

（２）ＧＬＮ削除申請入力画面が表示されます。以下は登録一覧から削除申請を行う場合と

　　同じです。　（５－３ ～ ５－６ページ参照）

６．ＧＬＮデータ削除申請 ・・・ 削除申請方法⑥

６－７

ワンポイント

入力項目の内容をブラン
ク（空白）にする

ＧＬＮ削除申請入力画面
へ遷移
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＜申請内容の修正方法＞
（１）トップメニューの申請内容修正の「申請一覧から修正」をクリックします。

（２）ＧＬＮ申請一覧画面で、申請修正を行うGLNをクリックします。

処理状態が以下の場合、申請内容の修正が可能です。

■登録申請中（修正可） ■変更申請中（修正可） ■削除申請中（修正可）

処理状態が以下の場合、申請内容の修正は実施できません。

■登録処理中 ■変更処理中 ■削除処理中

※修正が必要な場合は、当財団までご連絡ください（℡．03-5414-8512）

７．申請内容修正 ・・・ 申請修正申請方法①

７－１

ワンポイント

トップメニューへ遷移

登録申請、変更申請、削除申請の申請内容を修正します。

※処理状態が（修正可）となっているＧＬＮのみ、修正を実施することができます。
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（３）申請内容詳細画面が表示されますので、申請内容の修正ボタンをクリックします。

（４）申請修正画面が表示されますので、修正対象項目の内容を変更します。

　　入力後、修正内容確認ボタンをクリックします。

　　画面の入力項目については、以下のページを参照ください。

登録申請中（修正可） ・・・ 「４－１．ＧＬＮ登録申請入力画面」参照

変更申請中（修正可） ・・・ 「５－１．ＧＬＮ変更申請入力画面」参照

削除申請中（修正可） ・・・ 「６－１．ＧＬＮ削除申請入力画面」参照

７．申請内容修正 ・・・ 申請修正申請方法②

７－２

トップメニューへ遷移

申請一覧画面に戻る
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（５）修正内容確認画面が表示されます。

　　修正内容の確認を行った後で、修正実行ボタンをクリックします。

※修正がある項目は、赤字で表示されます。

（６）「申請修正を行います。よろしいですか？」というメッセージが表示されますので、

　　OKボタンをクリックします。

７．申請内容修正 ・・・ 申請修正申請方法③

７－３

修正入力画面に戻る

トップメニューへ遷移
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（７）申請書印刷画面が表示されます。

　　申請書印刷ボタンをクリックし、ＰＤＦ形式の申請書を表示します。

（８）印刷ボタンをクリックし、申請書をプリンタに出力します。

※申請修正前の申請書については、破棄してください。

７．申請内容修正 ・・・ 申請修正申請方法④

７－４

トップメニューへ遷移

申請一覧画面に戻る

印刷ボタン
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（９）出力した申請書に捺印を行い、以下の宛先にFAX、または郵送で送ります。

※申請修正前の申請書については、破棄してください。

　

※　申請されたＧＬＮは、当財団で確定作業を行った後に

　　 システムに反映されます。

　　 確定作業は送られてきた申請書を元に行いますので、

　　 必ず申請書をFAXまたは郵送で当財団に送るようにして下さい。

７．申請内容修正 ・・・ 申請修正申請方法⑤

７－５
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＜申請書再印刷方法＞
（１）トップメニューの申請書再印刷の「申請一覧から申請書再印刷」をクリックします。

（２）ＧＬＮ申請一覧画面で、再印刷対象とするGLNをクリックします。

申請書の再印刷を行います。

※申請中、処理中のＧＬＮについてのみ申請書を再印刷することができます。

８．申請書再印刷 ・・・ 申請書再印刷方法①

８－１
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（３）申請書再印刷内容確認画面が表示されますので、内容確認後、申請書再印刷実行ボタン

　　をクリックします。

（４）「申請書再印刷を行います。よろしいですか？」というメッセージが表示されますので、

　　OKボタンをクリックし、ＰＤＦ形式の申請書を表示します。

８．申請書再印刷 ・・・ 申請書再印刷方法②

８－２

トップメニューへ遷移ＧＬＮ申請一覧画面へ遷

移
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（５）印刷ボタンをクリックし、申請書をプリンタに出力します。

８．申請書再印刷 ・・・ 申請書再印刷方法③

８－３

印刷ボタン
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（６）出力した申請書に捺印を行い、以下の宛先にFAX、または郵送で送ります。

　

※　申請されたＧＬＮは、当財団で確定作業を行った後に

　　 システムに反映されます。

　　 確定作業は送られてきた申請書を元に行いますので、

　　 必ず申請書をFAXまたは郵送で当財団に送るようにして下さい。

８．申請書再印刷 ・・・ 申請書再印刷方法④

８－４
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再印刷対象のGLNを直接入力して申請書再印刷を行う方法もあります。

（１）トップメニューの申請書再印刷の入力ボックスにGLNを入力し、検索実行ボタンを

　　クリックします。

（２）申請書再印刷内容確認画面が表示されます。以下は申請一覧から削除申請を行う

　　場合と同じです。　（６－２ ～ ６－４ページ参照）

  　登録申請中、変更申請中のＧＬＮについても、同様となります。

８．申請書再印刷 ・・・ 申請書再印刷方法⑤

８－５

ワンポイント

入力項目の内容をブラン
ク（空白）にする

申請書再印刷内容確認
画面へ遷移
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入力項目 内容説明

申請種類 「登録申請」、「変更申請」、「削除申請」をプルダウンメニューから選択。

※必須入力

申請日 申請日（yyyy/mm/dd）。　※必須入力

GLN 登録申請の場合は、ＧＳ１事業者コードと合わせて

半角１２桁（チェックデジット無し）になるように入力。（１３桁目のチェッ

クデジットはシステムで付加）

変更申請、削除申請の場合は半角１３桁（チェックデジット有り）で入力。

※必須入力

GLN（１３桁）の名称。（事業者名、又はその略称＋ロケーション名で　

　全角４０字以内）　※必須入力

郵便番号(７桁) GLN所在地の郵便番号。ハイフン（'-'）無しの半角７桁で入力。

※必須入力

GLN所在地の都道府県名をプルダウンメニューから選択。　※必須入力

GLN所在地の市区町村番地。（全角４０字以内）　※必須入力

GLN所在地のビル建物名。（全角４０字以内）

名称(企業名/ロ
ケーション名等)

所在地２（市区町
村番地）

所在地３（ビル・建
物名）

所在地１（都道府
県）

1 2

●一括登録シート

ＥＸＣＥＬ形式のファイルにＧＬＮの情報を入力し、申請書と一緒に郵送することによって申
請を行うことができます。

※一度に申請するＧＬＮが多い場合にお勧めする申請方法です。

９．一括登録データによる申請 ・・・ 一括登録シート内容

９－１

3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

6

7

8
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入力項目 内容説明

GLNの用途 GLNの用途（受発注、納品、決済など）。（全角３０字以内）

申請事業者名(カナ)。（全角４０字以内）　※必須入力

申請事業者名(漢字)。　（全角４０字以内）　※必須入力

申請者郵便番号 申請事業者所在地の郵便番号。ハイフン（'-'）無しの半角７桁で入力。

※必須入力

申請事業者所在地。（全角６０字以内）　※必須入力

申請者氏名。（全角４０字以内）　※必須入力

部署・役職 申請者の部署・役職。（全角４０字以内）

電話番号 申請者の電話番号。　※必須入力

FAX番号 申請者のFAX番号。

申請者のメールアドレス。

一括登録シートの指定フォーマットは、

https://www.gs1jp.org/database_service/gln/data/dataformat.xlsx

よりダウンロード可能です。

申請者所在地

申請者氏名

メールアドレス

申請事業者名
カナ

申請事業者名

９．一括登録データによる申請 ・・・ 一括登録シート内容

９－２

9

10

11

12

13

14

15

16

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

17

18

ワンポイント

https://www.gs1jp.org/database_service/gln/data/dataformat.xlsx#
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＜一括登録データによる申請方法＞
（１）一括登録シートに申請内容を入力します。

（２）一括登録用申請書をダウンロードし、申請内容を記入します。

ダウンロード https://www.gs1jp.org/database_service/gln/pdf/gln_form.pdf

（３）一括登録シートと一括登録用申請書を以下の宛先に郵送します。

９．一括登録データによる申請 ・・・ 一括申請方法

９－３

https://www.gs1jp.org/database_service/gln/pdf/gln_form.pdf#
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（１）ＧＬＮ（１３桁）が分かっている場合

　⇒　  　　「GLN」または　  　　「GLNを入力して検索」をクリックします。

（２）企業名しか分からない場合

　⇒　  　　「事業者名」または　  　　「事業者名を入力して検索」をクリックします。

●ＧＥＰＩＲトップメニュー画面

登録されたＧＬＮは、ＧＥＰＩＲを通じて、検索できます。

※GEPIRには、ＵＲＬ https://gepir.gs1jp.org/ で接続できます。

10．ＧＬＮの検索 ・・・ ＧＥＰＩＲトップ画面①

10－1

1

3

2

4

1

23 4

5

6

7

8
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入力項目 内容説明

ＧＥＰＩＲトップ画面

GLN 「GLNで検索」機能に画面が切り替わる。

GLNを入力して検索 「GLNで検索」機能に画面が切り替わる。

事業者名 「事業者名で検索」機能に画面が切り替わる。

「事業者名で検索」機能に画面が切り替わる。

検索対象を選択する。

検索するキーワードを入力する。

画像に表示されている文字を入力する。

入力した検索キーワードで検索する。

事業者名を入力して検
索

検索対象

検索文字入力欄

画像認証

検索ボタン

10．ＧＬＮの検索 ・・・ ＧＥＰＩＲトップ画面②

10－2

1

2

3

4

5

6

7

8
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＜ＧＬＮで検索する方法＞

（１）ＧＬＮ（１３桁）が分かっている場合

　　以下入力欄に値を入力/選択して検索ボタンをクリックします。

「ＧＬＮ」欄 ： ＧＬＮ１３桁を入力

「検索対象」欄 ： 検索対象を選択

「画像認証」欄 ： 画像に表示されている文字を入力

　　＜入力例＞　ＧＬＮ：4569951110009を入力して、下記検索対象を選択する。

　　「検索対象」：GLNロケーション情報の検索結果は、　　　　　　参照。

　　「検索対象」：GLNロケーション情報一覧の検索結果は、　　　　　　参照。

　　「検索対象」：事業者情報の検索結果は、　　　　　　参照。

10．ＧＬＮの検索 ・・・ ＧＥＰＩＲ検索画面②

10－3

初回検索時のみ

10－4

10－5

10－6
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＜ＧＬＮロケーション情報検索結果＞

　　当該ＧＬＮの検索結果（GLNロケーション情報）が表示されます。

　　＜結果例＞　入力したＧＬＮ：4569951110009の検索結果が表示されます。

　　検索結果の右肩部「ＧＬＮ一覧」をクリックすると当該ＧＬＮの一覧情報が表示されます。

　　 検索結果は、　　　　　　参照。

10．ＧＬＮの検索 ・・・ ＧＥＰＩＲ検索結果画面②

10－4

10－5
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　　当該ＧＬＮの検索結果（GLNロケーション情報一覧）が表示されます。

　　＜結果例＞　入力したＧＬＮ：4569951110009で、設定登録された企業の

ＧＬＮ情報の一覧が表示されます。

10．ＧＬＮの検索 ・・・ ＧＥＰＩＲ検索結果画面②

10－5
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　　当該ＧＬＮの検索結果（事業者情報）が表示されます。

　　＜結果例＞　入力したＧＬＮ：4569951110009で、設定登録された企業の

事業者情報が表示されます。

10．ＧＬＮの検索 ・・・ ＧＥＰＩＲ検索結果画面②

10－6
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＜企業名で検索する方法＞

（２）企業名しか分からない場合

　　以下入力欄に値を入力/選択して検索ボタンをクリックします。

「事業者名」欄 ： 事業者名を入力 「住所」欄(任意) ： 住所を入力

「国」欄 ： 国を選択 「郵便番号」欄(任意) ： 郵便番号を入力

「検索対象」欄 ： 検索対象を選択

「画像認証」欄 ： 画像に表示されている文字を入力

10．ＧＬＮの検索 ・・・ ＧＥＰＩＲ検索画面③

10－7

初回検索時のみ
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　　＜入力例＞　事業者名：一般財団法人流通システム開発センター、国：日本（Japan）

　　                  郵便番号：1070052、住所：東京都港区 を入力して、下記検索対象を選択する。

　　「検索対象」：事業者情報の検索結果は、　　　　　　参照。

　　「検索対象」：GLNロケーション情報一覧の検索結果は、　　　　　　参照。

10．ＧＬＮの検索 ・・・ ＧＥＰＩＲ検索画面③
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10－5

10－6



 

個人情報保護方針 

 

一般財団法人流通システム開発センター（以下、「当財団」という。）は、個人情報の重要性を十分に認識

し、適切に保護することが社会的責務であると考えております。当財団では、以下のとおり個人情報保護方針

を制定し、従業者（役員等含む。）に対して周知徹底を図り、個人情報の適正な管理と利用、保護に努めます。 

 

１ 法令及びその他の規範の遵守について 

当財団は、個人情報保護に関する法令、国が定める指針及びその他の規範を遵守します。 

 

２ 個人情報の取得について 

当財団は、書面（電子的な方式等含む。）により個人情報を取得するときは、法令に基づく場合を 

 除き、取得する個人情報の利用目的を明示します。 

 

３ 個人情報の管理について 

   当財団は、個人情報への不正アクセス、又は個人情報の盗難、紛失、破壊、改ざん及び漏洩等を防止 

 するためのセキュリティ対策並びに個人情報の管理に関する安全性の確保及び是正措置を講じます。 

 

４ 個人情報の利用制限について 

  当財団は、法令に基づく場合を除き、個人情報を利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにお 

 いて利用します。個人情報を第三者との間で共同利用し、又は個人情報の取扱いを第三者に委託する場合に 

 は、当該第三者につき厳正な調査を行った上、秘密を保持させるために適正な監督を行います。 

 

５ 個人情報の第三者への提供について 

当財団は、法令に基づく場合を除き、事前に本人の同意を得ることなく個人情報を第三者に提供いた 

 しません。 

 

６ 個人情報の開示・訂正・削除・利用停止等について 

当財団は、個人情報について、本人からの開示・訂正・削除・利用停止等の要請及び苦情・相談に対 

 して適切かつ迅速に対応いたします。 

 

７ 個人情報の保護に関する維持・継続的改善について 

当財団は、個人情報を保護するための方針や体制等については、当財団の事業内容の変化及び国 

 内外の社会環境、ＩＴ環境の変化等に応じて継続的に改善し、適切な管理の維持に努めます。 

 

2020年７月１日 

一般財団法人 流通システム開発センター 

                               専務理事  杣谷 晴久 



 

個人情報の取扱いについて 

 

 

2020年９月 15 日 

一般財団法人 流通システム開発センター 

 

１ 個人情報の利用目的事業 

一般財団法人流通システム開発センター（以下、「当財団」という。）は、流通に関するシ 

ステムの開発と普及の推進を通じて流通活動の近代化を図り、もって経済の均衡ある発展に寄与 

することを目的とした事業活動を行っております。 

事業活動を通じて取得いたしました個人情報は、次の事業の範囲内で利用させていただきま 

す。 

(１)  流通に関するシステムの研究開発 

(２)  流通のシステム化に関する調査、研究 

(３)  流通のシステム化に要する人材の養成 

(４)  流通のシステム化に関する情報の収集、加工、保管及び提供 

(５)  流通のシステム化に関する指導、相談 

(６)  流通のシステム化に関するコードの管理 

(７)  前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

２ 個人情報の利用目的の公表 

当財団は、上記１の事業について個人情報を次の利用目的で利用することを、個人情報の 

保護に関する法律（個人情報保護法）第 18条第１項に基づき公表します。 

(１) 各種流通コード（ＧＳ１事業者コード・ＪＡＮコード等のＧＳ１識別コード、定期刊行物 

コード（雑誌）、書籍 ＪＡＮコード、共通取引先コード、流通決済事業者コード、標準セ 

ンターコード、U.P.C. Company Prefix 等）の登録・運営管理 

(２)  各種データベース（JICFS/IFDB、GJDB等）の登録・運営管理 

 (３)  流通ＢＭＳの運営管理 

(４)  国内外の事業者や関係団体との意見交換・情報連絡等 

(５)  調査研究事業において設置する委員会等の委員・講師等の選任及び運営管理 

(６)  調査研究事業の一環としてのアンケート等の方法による調査 

(７)  受託業務等における契約や法律等に基づく権利や義務の履行及び契約の解除や解約後の事 

後管理等のために必要な範囲内での取扱い 

(８)  受託業務等の円滑な運営管理 

(９)  講演会、説明会、セミナー等のご案内、受講者等の管理 



(10)  各種共催、後援、協賛の会合、催事等の運営管理 

(11)  各種出版物の購入受付、発送又は配布 

(12)  各種メールマガジン等の運営管理 

(13)  各種表彰・キャンペーン等の実施 

(14)  当財団の会員及び研究会の運営管理 

 (15)  当財団に対する問い合わせ等への対応（マスコミ等含む。） 

(16)  職員等の雇用及び人事管理（退職者を含む。） 

(17)  認定個人情報保護団体の業務遂行〔個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）第 

37条〕 

(18)  その他、上記１の事業目的の達成のため（今後利用することとなる業務等を含む。） 

 

３ 個人情報の取扱いの外部委託 

当財団が、外部に個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合は、十分な保護水準を 

満たした者を選定し、委託先に対して委託業務の目的以外には個人情報を使用しない旨等、個人 

情報の取扱いに関する契約を締結するなど適切な措置を講じます。 

 

４ 個人情報の第三者への提供 

当財団は、上記２の個人情報の利用目的の公表に記載した場合及び法令に基づく場合にお 

いて、当財団の会員又は官公庁・団体等に個人情報を提供することがあります。これらを除 

き、個人情報を事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供いたしません。 

 

５ お問い合わせ・開示等の申請窓口 

当財団が保有する個人情報の取扱いに係るお問い合わせや開示等の申請は、下記の窓口ま 

でお願いいたします。 

 

 

一般財団法人 流通システム開発センター 総務部 

〒107- 0062東京都港区南青山 1-1-1 新青山ビル東館 9F 

電 話 ０３－５４１４－８５００ 

                  ＦＡＸ ０３－５４１４－８５０９ 

E－Mail privacy@gs1jp.org 

部門等別連絡先一覧 

 

mailto:privacy@
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